
規 則

　金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第19号

　　　金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

　金沢市児童福祉法施行細則（平成８年規則第61号）の一部を次のように改正する。

　第３条の９の見出しを「（指定障害児通所支援事業所等の指定の表示）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項

を同条とする。

　第３条の９の３を削る。

　第３条の10の見出しを「（指定障害児通所支援事業所等の廃止・休止・再開届出書）」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項を同条とする。

　第６条の２の６の見出し中「に係る申請書等」を「の表示」に改め、同条第１項を削り、同条第２項を同条とする。

　第６条の２の７を次のように改める。

第６条の２の７　削除

　第６条の２の11の見出し中「に係る申請書」を「の表示」に改め、同条第１項を削り、同条第２項を同条とする。
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　第６条の２の12の見出し中「変更に係る届出書等」を「廃止・休止・再開届出書」に改め、同条第１項を削り、同

条第２項を同条とする。

　別表第２の備考第７項第３号、別表第４の備考第９項第３号及び別表第５の備考第９項第３号中「自立訓練」の次

に「、同条第13項に規定する就労選択支援」を加える。

　様式第１号の10中

「

受

診

者

フ リ ガ ナ

」

を

氏 名

生 年 月 日 　　年　　月　　日　

住 所

保 険 者

加入医療保

険 の 記 号

及 び 番 号

適用

区分

保

護

者

氏 名 続柄

住 所

「

受

診

者

フ リ ガ ナ

」

に改める。

氏 名

生 年 月 日 　　年　　月　　日　

住 所

保

護

者

氏 名 続柄

住 所

　様式第２号の９を次のように改める。

様式第２号の９　削除

　様式第２号の９の３を削る。

　様式第２号の10を次のように改める。

様式第２号の10　削除

　　　附　則

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第２の備考第７項第３号、別表第４の備考第９項第

３号及び別表第５の備考第９項第３号の改正規定、様式第１号の10の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

２　前項ただし書に規定する規定の施行の日前に交付された改正前の様式第１号の10による医療受給者証及び登録者

証は、改正後の様式第１号の10にかかわらず、なお効力を有する。

３　附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する改正前の様式第１号の10の書式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。
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　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第20号

　　　金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

　金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年規則第42号）の一部を次

のように改正する。

　第19条の見出しを「（指定障害福祉サービス事業所等の指定の表示）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項を

同条とする。

　第19条の２を削る。

　第19条の２の２中「様式第９号の２」を「様式第９号」に改め、同条を第19条の２とする。

　第19条の３の見出しを「（指定障害福祉サービス事業所等の廃止・休止・再開届出書）」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項を同条とする。

　第19条の13の見出し中「に係る申請書」を「の表示」に改め、同条第１項を削り、同条第２項を同条とする。

　第19条の14の見出し中「申請の内容変更に係る届出書等」を「廃止・休止・再開届出書」に改め、同条第１項を削

り、同条第２項を同条とする。

　様式第８号を次のように改める。

様式第８号　削除

　様式第９号を削り、様式第９号の２中「第19条の２の２」を「第19条の２」に改め、同様式を様式第９号とする。

　様式第10号を次のように改める。

様式第10号　削除

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第21号

　　　金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

　金沢市食品衛生法施行細則（平成12年規則第24号）の一部を次のように改正する。

　様式第４号（表）中「自動販売機」の次に「又は全自動調理機」を加え、同様式（裏）中

「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

」

を
ふぐの処理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名
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「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理

機により調理された食品を販売する営業
□

」

に
ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名

改める。

　様式第９号（表）中「自動販売機」の次に「又は全自動調理機」を加え、同様式（裏）中

「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

」

を
ふぐの処理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名

「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理

機により調理された食品を販売する営業
□

」

に
ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名

改める。

　様式第10号（表）中「自動販売機」の次に「又は全自動調理機」を加え、同様式（裏）中

「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

」

を
ふぐの処理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名
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「

業

種

に

応

じ

た

情

報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理

機により調理された食品を販売する営業
□

」

に
ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

（ふりがな）

認定番号等ふぐ処理者氏名

改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際現に存する改正前の様式第４号、様式第９号及び様式第10号の書式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市斎場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第22号

　　　金沢市斎場条例施行規則の一部を改正する規則

　金沢市斎場条例施行規則（平成４年規則第49号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第４号中

「
妊娠

月数
月

」

を

「
妊娠

週数
　　 週

」

に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の日前に交付された改正前の様式第４号の書式による火葬炉使用許可証は、改正後の様式第４号

にかかわらず、なおその効力を有する。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の様式第１号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第23号

　　　金沢市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

　金沢市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（令和４年規則第37号）の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

　　　金沢市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則

　第１条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号」を「マンションの再生等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を「マンションの

再生等の円滑化に関する法律施行令」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則」を「マンション

の再生等の円滑化に関する法律施行規則」に改める。

　第２条の見出し中「除却」を「除却等」に改め、同条第１項中「第49条第１項第３号」を「第76条の25第１項第３

号」に改め、同項第１号中「第102条第１項」を「第163条の56第１項」に改め、同条第２項中「第102条第１項」を「第

163条の56第１項」に、「第49条第１項第２号」を「第76条の25第１項第２号」に改め、同条第３項中「第49条第２項
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第３号」を「第76条の25第２項第３号」に改める。

　第３条の見出し中「容積率」を「容積率等」に改め、同条中「第52条第１項」を「第76条の30第１項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

◉金沢市規則第24号

　　　金沢市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

　金沢市火災予防条例施行規則（昭和37年規則第36号）の一部を次のように改正する。

　第２号様式の１中「サウナ設備、乾燥設備」を「乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和８年３月31日から施行する。

２　この規則の施行の際現に存する改正前の第２号様式の１の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用

することができる。

訓 令 甲

◉金沢市訓令甲第１号

庁　　　中　　　一　　　般

　職員の勤務時間に関する規程（昭和34年訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

　別表瑞樹団地の販売に係る事務所で業務を行う職員の項を削る。

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

告 示

◉金沢市告示第52号

　金沢市産業振興資金融資要綱（平成13年告示第60号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

　附則第３項中「令和８年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

　別表第１中「株式会社富山第一銀行　株式会社福邦銀行」を「株式会社富山第一銀行」に改める。

　　　附　則

　この告示は、令和８年３月４日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、同年５月２日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第53号

　金沢市立保育所における副食費の額等を定める要綱（令和元年告示第142号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

　題名中「副食費」を「給食費」に改める。
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　第１条中「（副食に限る。）」を削り、「副食費」を「給食費」に改める。

　第２条中「例による」の次に「ほか、次に定めるところによる」を加え、同条に次の各号を加える。

　⑴　主食費　給食費のうち主食の提供に要する費用をいう。

　⑵　副食費　給食費のうち副食の提供に要する費用をいう。

　第３条を次のように改める。

 （給食費の額）

第３条　子ども１人当たりの給食費の月額は、次の各号に掲げる給食費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

　⑴　主食費　1,250円

　⑵　副食費　4,500円

　第４条（見出しを含む。）中「副食費」を「給食費」に改める。

　第５条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「副食費」を「給食費」に改め、同条第１号中「180円」を「230円」

に改め、同条第２号及び第３号中「副食費」を「給食費」に改める。

　第６条の見出し中「副食費」を「給食費」に改め、同条中「子どもに係る副食費」を「給食費」に改め、同条第１

号中「を受ける子ども」を「に要する費用」に改め、同条第２号中「子ども」の次に「に係る給食費」を加える。

　　　附　則

　この告示は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第54号

　金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱（平成４年告示第106号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

　第２条第１号中「規定する特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除く。）」を加える。

　　　附　則

１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。

２　改正後の金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱の規定は、この告示の施行の日以後に共同住宅等の建築の工

事に着手する者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第55号

　金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱（平成16年告示第61号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

　附則第２項中「令和８年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

公 営 企 業 管 理 規 程

　金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人

◉金沢市公営企業管理規程第２号

　　　金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程

　金沢市企業局事務決裁規程（昭和39年公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１支出アの表中
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「

」

を

「
4,000万円を超

えるもの

」

に、

○ ○

8,000万円を超

えるもの

4,000万円を超

えるもの

2,000万円を超

えるもの

2,000万円を超

えるもの

4,000万円を超

えるもの

「
法令、条例、規程又は告示

により貸付基準の定まって

いるもので１貸付先の貸付

金額が300万円以下のもの

は、所管次長専決とし、合

議を要しない。

」

を

「
4,000万円を超

えるもの

法令、条例、規程又は告示

により貸付基準の定まって

いるもので１貸付先の貸付

金額が300万円以下のもの

は、4,000万円を超えるもの

にあっても、所管次長専決

とし、合議を要しない。

」

に改め、同アの表の備考第２項中「超える」を「超え、かつ、1,500

4,000万円を超

えるもの

万円以下の」に改め、「）及び」の次に「変更する額が1,500万円を超える額の支出負担行為伺書並びに」を加える。

　　　附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人

◉金沢市公営企業管理規程第３号

　　　金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程

　金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程（昭和32年公営企業管理規程第８号）の一部を次の

ように改正する。
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　別表第４中「１級21号給」を「１級25号給」に、「１級１号給から１級77号給まで」を「１級５号給から１級81号

給まで」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

２　改正前の別表第４の規定により初任給を決定された技能職員及び業務職員の号給については、改正後の別表第４

の規定により初任給を決定された技能職員及び業務職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定め

るところにより、必要な調整を行うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人

◉金沢市公営企業管理規程第４号

　　　金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程

　金沢市企業局会計規程（昭和55年公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

　第31条第１項中「小切手により」を削り、同条第２項中「第30条第１項」を「第30条第１項の規定」に改める。

　第32条第１項中「出納取扱金融機関」を「金沢市企業局出納取扱金融機関」に、「小切手振出済通知書」を「払戻

請求書」に改める。

　第33条第１項中「出納取扱金融機関へ小切手を振り出し」を「金沢市企業局出納取扱金融機関へ資金を交付し」に

改める。

　様式第19号第１葉中「金沢市企業局出納取扱金融機関又は金沢市企業局収納取扱金融機関へ納付して」を「裏面記

載の方法でお支払い」に改め、同様式第２葉中「領収済通知書」を「収入済通知書」に、

「
備考 領収日付印

」

を
上記のとおり領収しましたので通知します。

（宛先）金沢市企業局企業出納員

　金沢市企業局出納取扱金融機関

　金沢市企業局収納取扱金融機関

「
備考 領収日付印

」

に、

Ｃ

Ｖ

Ｓ

等

収

納

用

取扱金融機関

取りまとめ局

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

（宛先）金沢市企業局企業出納員

　　　　金沢市企業局出納取扱金融機関、金沢市企業局収納取扱金融機関
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「

　上記の金額を領収しました。

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

」

を

「
　上記の金額を領収しました。

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

金沢市企業局指定公金事務取扱者
」

に改める。

　様式第40号（表）中「供給停止予告」を「給水停止予告」に改める。

　様式第41号第１葉中「金沢市企業局出納取扱金融機関又は金沢市企業局収納取扱金融機関へ納付して」を「裏面記

載の方法でお支払い」に改め、同様式第２葉中「領収済通知書」を「収入済通知書」に、

「
備考 領収日付印

」

を
上記のとおり領収しましたので通知します。

（宛先）金沢市企業局企業出納員

　金沢市企業局出納取扱金融機関

　金沢市企業局収納取扱金融機関

「
備考 領収日付印

」

に、

Ｃ

Ｖ

Ｓ

等

収

納

用

取扱金融機関

取りまとめ局

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

（宛先）金沢市企業局企業出納員

　　　　金沢市企業局出納取扱金融機関、金沢市企業局収納取扱金融機関

「

　上記の金額を領収しました。

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

」

を

「
　上記の金額を領収しました。

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

金沢市企業局指定公金事務取扱者
」

に改める。

　　　附　則

１　この規程は、令和８年３月16日から施行する。ただし、第31条第１項、第32条第１項及び第33条第１項の改正規

定は、同年４月１日から施行する。

２　この規程の施行の際現に存する改正前の様式第19号、様式第40号及び様式第41号の書式による用紙は、当分の間、

使用することができる。

３　この規程の施行の日前に交付された改正前の金沢市企業局会計規程の規定による納入通知書等は、改正後の金沢

市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。
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病 院 事 業 管 理 規 程

　金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市病院事業管理者　　髙　　　田　　　重　　　男

◉金沢市病院事業管理規程第２号

　　　金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

　金沢市立病院職員の給与に関する規程（平成25年病院事業管理規程第10号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項第１号中「（別表第３の表の区分が１種の職を占める職員の行うものにあっては、13,600円）」を削る。

　別表第３中「、第７条」を削る。

　　　附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年３月４日

金沢市病院事業管理者　　髙　　　田　　　重　　　男

◉金沢市病院事業管理規程第３号

　　　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

　金沢市立病院会計規程（平成25年病院事業管理規程第13号）の一部を次のように改正する。

　第32条第１項中「小切手により」を削り、同条第２項中「前条第１項」を「第31条第１項の規定」に改める。

　第33条第１項中「出納取扱金融機関」を「金沢市立病院出納取扱金融機関」に、「小切手振出済通知書」を「払戻

請求書」に改める。

　第34条第１項中「出納取扱金融機関へ小切手を振り出し」を「金沢市立病院出納取扱金融機関へ資金を交付し」に

改める。

　　　附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

病 院 事 業 訓 令 甲

◉金沢市病院事業訓令甲第１号

市　　　立　　　病　　　院　　

　金沢市立病院当直規程（平成25年病院事業訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月４日

金沢市病院事業管理者　　髙　　　田　　　重　　　男　　

　第３条第３号中「及び臨床検査技師」を削り、同号ただし書中「及び」を「の日」に改め、同条中第５号を第６号

とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。

　⑷　臨床検査技師　１人

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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